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the sewer facilities of local governments. This paper proposed a mechanism of local governments 

to manage and store information efficiently using the sewer GIS. 
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1. はじめに 

日本の下水道の普及率は、平成26年度末には、

77.6%に達し、下水道のある暮らしが当たり前の

時代になっている。下水道施設は 1960 年代から

2000 年代前半に集中的に整備され、図 1 に示した

ような 50 年以上を経過する老朽化した下水道施

設が今後急速に増加することが見込まれる(国土

交通省,2016）。 

 

 

図 1 年度別全国の下水道管の管理延長 

 (国土交通省,2016） 

近年の下水道事業は、新規に建設する時代から

布設替及び改築・修繕の維持管理の時代に大きく

移り変わっていることが分かる。本稿では自治体

が行う様々な下水道維持管理業務の情報管理に

おける GIS の活用方法を提案する。 

 

2. 下水道事業における GIS 

下水道における GIS は、下水道台帳管理システ

ム（以下、下水道 GIS とする）として各自治体で

普及している。下水道 GIS では位置情報を持った

下水道施設の図形の他に属性情報として、管路の

諸元や施工年度等の情報を保有している。例とし

て、図 2 では下水道 GIS 上で下水道管の図形を選

択したときの属性表示画面を示した。 

 

図 2 下水道台帳管理システム（下水道 GIS） 
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下水道 GIS は自治体が管理している下水道施

設を地図と合わせて一元管理し、各下水道施設の

情報を迅速に参照・検索・集計が可能である。今

後の下水道 GIS は施設の管理・参照に留まるので

はなく、維持管理業務に関するさまざまな情報を

蓄積していくことが望まれている。 

 

3. 下水道施設維持管理の課題 

3.1 現状の下水道施設の維持管理業務 

下水道施設の管理方法には事後保全と予防保

全がある。事後保全は道路陥没や悪臭のような異

常の兆候や故障が発生した後に対応する管理方

法である。道路陥没などの事故発生後の下水道管

の改築といった事後保全は、市民生活に大きな支

障となり、コスト的にも不経済となる。対して、

予防保全は設置年度や TV カメラ調査で下水道施

設の寿命を予測し、異常や故障が発生する前に補

修や改築を行う管理方法である。基本的に下水道

施設は TV カメラ調査や目視判読で劣化状況の把

握が可能であるため、定期的に状況を監視するこ

とが望ましい。そして、下水道管、マンホール、

マンホール蓋、桝、取付管等の施設ごとに点検期

間を設定することが必要である。下水道管を計画

的に維持管理するためには、表 1 のような点検等

の維持管理情報を管理する必要がある（日本下水

道協会, 2015）。 

表 1 維持管理業務の概要 

業務区分 維持管理情報 

要望・苦情受付 住民発信の苦情・要望内容等 

巡視・点検 マンホール・管の点検結果等 

調査 TV カメラ調査などの結果等 

清掃 清掃箇所、清掃方法等 

修繕・補修 補修・修繕箇所・工法等 

（日本下水道協会,2015） 

 

3.2 下水道維持管理の背景 

平成 27 年 11 月に改正下水道法が施行され、下

水道施設の維持・修繕のために腐食可能性が高い

下水道施設は 5年に 1回以上の点検が義務付けら

れている。図 3 は国土交通省が発表している下水

道管に起因する道路陥没件数の推移である(国土

交通省,2016）。下水道管の老朽化等に起因する道

路陥没は平成 26 年度には約 3,300 箇所に上り、老

朽化よる事故発生件数を削減することが下水道

法改正の背景として挙げられる。今後は増加して

いく点検結果の集約、効率的管理が下水道施設の

維持管理のための大きな課題であり、下水道 GIS

の利便性が求められている点である。 

 

 

図 3 下水道管路施設に起因する 

道路陥没件数の推移 

(国土交通省,2016） 

 

4. 下水道 GIS と維持管理 

4.1 維持管理業務に関わる情報 

今後の下水道 GIS は下水道施設情報を参照す

るだけではなく、維持管理情報の利活用に目を向

けていかなければならない。この場合の維持管理

情報とは下水道管設置時の工法や建設規模の諸

元や下水道管の清掃・調査の実施履歴、故障個所

の詳細、改築・修繕を行った箇所の故障の種類と

程度、また更生の実施履歴と工法等である。この

ような維持管理情報は下水道 GIS でデータを蓄

積していく方が望ましい。以降では下水道 GIS で

維持管理情報を効率的に入力・蓄積していく機能

を提案する。 



4.2 維持管理機能による情報入力 

維持管理業務は表1に示したように様々な業務

区分があるため、下水道施設の図形に維持管理情

報を属性入力するだけでは表現方法に汎用性が

ない。例えば、悪臭に関する苦情はポリゴンで面

的に入力する場合が多く、マンホール蓋のガタツ

キによる騒音はポイントで入力するなど、図形タ

イプの使い分けが求められる。そこで、下水道

GISでは維持管理情報を下水道施設図形から独立

して図形入力する機能が必要である。入力方法に

ついても汎用性を提供するために維持管理情報

の図形のタイプはポイント・ライン・ポリゴンの

3 種類から選ぶ等の工夫が求められる。維持管理

情報の入力例として、背景地図上に維持管理情報

の要望のポイント・ライン・ポリゴンの図形デー

タを配置している事例を示す（図 4）。また、通

常の GIS では図形と属性テーブルは一対の関係

であることが一般的である。しかし、維持管理情

報を扱う下水道 GIS では図形とデータベースを

分離して、一件の属性に対してポイント・ライ

ン・ポリゴン等の様々な表現方法で一元管理がす

ることが望ましい（図 5）。 

 

図 4 要望の維持管理情報の図形データ 

 

 

図 5 維持管理情報の入力データ概念図 

入力された維持管理情報の図形は維持管理情

報に関連する下水道施設の図形データをリンク

することも可能となる。例えば、下水道施設側か

ら属性参照することで維持管理業務に関わる履

歴を把握することが可能である。 

また、住民サービスの向上の観点から、下水道

GISを利用する自治体職員（以下、管理者とする）

の作業負荷を軽減させるための工夫も重要であ

る。自治体へ日常的に挙がってくる住民からの苦

情や要望などの維持管理情報を入力する時には

管理者が操作することが想定される。例えば、住

民からの苦情・要望が寄せられた時点で入力を迅

速かつ容易にする入力補助機能がその一例であ

る。図 6 に示した入力ウィンドウではプルダウン

で選択できる項目が多すぎる場合は、先に選択し

ている項目に関連した選択項目を自動的に絞り

込みすることが可能となる。 

 

 

図 6 維持管理機能の入力ウィンドウ 

 

また、維持管理業務の結果を紙媒体で管理する

自治体もある。入力されたデータは Excel 等の汎

用形式で出力することができれば、管理者にとっ

て必要な情報を選択して書類作成することも可

能となる。出力例として維持管理業務記録を出力

した事例を示す（図 7）。 



 

図 7 維持管理情報の出力例 

 

5．下水道 GIS と履歴管理 

入力した維持管理情報はデータベースで管理

する。図 8 に試験的に入力した維持管理情報の出

力例を示す。維持管理情報として苦情や要望に対

する処理・対策を行った工事の履歴が時系列で蓄

積される。蓄積された工事履歴を基に、古い年度

から順に維持管理業務の優先度を決定するなど

の意志決定支援も可能である。 

 

 

図 8 維持管理情報の出力例 

 

また、補助機能として住民から苦情を受けて対

象施設の TV カメラ調査の調査を行う際には、TV

カメラ調査票を Excel 形式で出力する機能が求め

られる。さらに、出力した調査票に調査結果を入

力後、下水道 GIS に取り込むことにより、ここで

も管理者の作業負荷の軽減に寄与できる。これら

一連の機能によって、腐食状況などの詳細な調査

結果を容易に下水道 GIS に反映することが可能

であり、取り込んだ調査結果を使用して下水道

GIS側で補修が必要な下水道管の優先度の判定を

行うことが可能となる。図 9 は優先度が高い箇所

を赤色で表示している。広域の地図で優先度が高

い箇所を把握できるため、下水道 GIS 上で維持管

理業務の意志決定支援が可能である。 

 

 

図 9 下水道 GIS 下水道管の優先度判定結果 

 

6．おわりに 

本稿では下水道施設の維持管理を目的とした

下水道 GIS の活用方法を提案した。本提案により

効率的な維持管理情報の集約と処理・対策に関す

る意思決定支援が実現可能である。 

老朽化した下水道施設による事故の予防保全

のために全国の自治体で維持管理業務が行われ

ている。しかし、維持管理情報は多様であるため

に、管理していない自治体もあれば、紙媒体や電

子データまたはその両方で管理する等、管理方法

は自治体によって様々であることが課題として

挙げられる。自治体ごとに様々な管理方法がある

が、今後の情報活用の観点では下水道 GIS で情報

を一元管理することが望ましい。そして、近年の

自治体で求められている下水道アセットマネジ

メント等に役立つ情報を蓄積することが今後の

下水道 GIS に求められる役割と考える。 
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